
＜名 称＞      京都ジョブ博「 KYOTOジョブフェア」 

＜テーマ＞    働きやすい職場づくりに取り組む京都企業 

＜実施日時＞   2019年12月15日（日）12:00～17:00（企業受付 10：30～） 
 

＜開催場所＞  国立京都国際会館 1階イベントホール（京都市左京区岩倉大鷺町422番地） 
 

 

＜対 象＞  ・一般求職者 

       ・2020年3月大学等卒業予定者及び卒業後概ね3年以内の方 

＜募集規模＞   企業数  約75社  

 開催概要 参加費 
無料 

KYOTOジョブフェア 参加企業募集のご案内 

下記URLに記載の参加申込フォームよりお申込みください。 

応募多数の場合、申込フォーム内「働きやすい職場づくりに向けた取組申告表」の申告結果に基づき選考いたします。 

お申込み（10月17日 12：00迄) 

【参加申込みフォーム】  http://kyoto-kigyo.jp/kyoto/ 京都ジョブナビ 

実施までのフロー 

申込み締切 参加決定通知 企業公募開始 
企業情報シート・ 

管轄ハローワークへの求人提出 

10/17 
12：00迄 

10/23 10/30～11/13 9月18日 

※情報のご提出後、修正のご依頼をする
場合がございますので、完成までの間は 
随時確認等ご対応をお願いいたします。 

11/14 

事前セミナー 

12/15 

イベント 
当日 

  
 京都ジョブパーク  
 
  「KYOTOジョブフェア 運営事務局」 [担当:宮地] 

  TEL. 075-682-8948 FAX. 075-682-8949  
  E-mail: m-miyachi@kyoto-jobpark.jp 
    〒601-8047 京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ東館2階 （受付時間：月~金曜日 9:00～19:00）  

 

主催：京都府、京都ジョブパーク、近畿経済産業局、京都府中小企業人材確保推進機構 
   （京都府商工会議所連合会、京都府商工会連合会、京都府中小企業団体中央会、 
   （一社）京都経営者協会、（一社）京都経済同友会、（公社）京都工業会、 
   日本労働組合総連合会京都府連合会、京都労働局、京都府、京都市、京都府市長会、 
   京都府町村会）   

協力：京都中小企業家同友会、滋賀県 

後援（予定）：京都銀行、京都信用金庫、京都中央信用金庫、京都北都信用金庫、近畿労働金庫 

主催・協力・後援 

お問い合わせ 

裏面の参加要件をご確認の上、 
お申込下さい 

※KYOTOジョブフェアの出展企業は、約140社となります。 
近畿経済産業局事業・スーパーシルバージョブ博と同時開催となります。 



≪対象事業者≫ 

○京都府内に本社または事業所があり、京都府内勤務の正社員求人が提出可能であること 

○雇用保険適用事業者であること 

○労働関係法令に違反していないこと 

○京都府暴力団排除条例（平成22年京都府条例第23号）第2条第4号に掲げる暴力団員、 

 または反社会的運動を行う団体等ではないこと 

○過去1年間に会社都合による解雇がないこと 
 

≪申込締切（10/17）までにご対応いただくこと≫ 

○子育て環境日本一に向けた職場づくり行動宣言を行っていただけること 

※期日までにご提出が確認できない場合は、お申し込みが無効となる場合がございます 
 

≪出展確定後に実施いただくこと≫ 

○募集する求人を期日(11/13)までに管轄のハローワークへご提出いただけること（トライアル求人不可） 

 ※詳細はご出展決定後、ご案内させていただきます。 
 ※取扱い求人は2職種（最大4求人票）となります。 
 

○企業情報(PR等)を掲載した冊子を作成いたしますので、期日（10/31）までに原稿をご提出いただけ 
 ること 
 ※詳細はご出展決定後、ご案内させていただきます。 

○ジョブこねっと※に基本情報及び求人情報をご登録いただくこと  

 ※企業と求職者のWEBマッチングサイト 

○「KYOTOジョブフェア」の求職者向け広報にご協力いただけること 

 （貴社HPへの掲載・ポスター掲示・チラシ配架など） 

 

≪事前説明会及び当日の参加≫ 

○事前セミナーにご参加いただけること 
 【日時】11月14日(木)  9:30～11:45 【会場】京都テルサ東館2階 第1・2・3セミナー室 
  →採用力向上セミナー、京都ジョブ博 「KYOTOジョブフェア」当日の説明等 

○京都ジョブ博 「KYOTOジョブフェア」当日は必ず採用担当者がアテンドできること 
 

≪開催後に実施いただくこと≫ 

○求職者から希望があった場合、職場体験の受け入れが可能であること 
 ※求人情報だけではわからない企業の魅力を職場体験(企業見学・先輩社員との交流等)を通じて 
  求職者にPRしていただけます。求職者にとっても職場体験をすることで安心して応募ができます。 

○当日のアンケート、本イベント後の採用並びに内定状況等を電話・メールまたはFAXでの調査に 

 ご協力いただけること 

 

◇特記事項◇ 詳しくは、参加確定後にお送りする要項をご確認くださいますよう、お願いいたします。 

 ※出展決定後のご辞退はご遠慮いただきますようお願いいたします。 

 ※会場への交通費及び資料・機材等の運搬費等については、参加企業の負担となります。 

 ※荷物のお預かりはいたしかねます。 

 

KYOTOジョブフェア   参加要件  


